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森
県
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引
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引
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行
細
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一
部
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よ
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改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

登
記
簿
謄
本｣

を

｢

登
記
事
項
証
明
書｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成17年６月13日 月曜日 第2489号 �

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
又
は

住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

青
森
社
会
福
祉

振
興
団

む
つ
市
十
二
林

一
一
の
一
三

訪
問
入
浴

介
護

む
つ
市
脇
野
沢

高
齢
者
福
祉
施

設
い
こ
い
の
里

訪
問
入
浴
介
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

む
つ
市
脇
野
沢

渡
向
七
三
の
一

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法
人

青
森
社
会
福
祉

振
興
団

む
つ
市
十
二
林

一
一
の
一
三

訪
問
介
護

む
つ
市
脇
野
沢

高
齢
者
福
祉
施

設
い
こ
い
の
里

訪
問
介
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

む
つ
市
脇
野
沢

渡
向
七
三
の
一

〃

社
会
福
祉
法
人

南
郷
村
社
会
福

祉
協
議
会

八
戸
市
南
郷
区

大
字
島
守
字
阿

庄
内
一
五
の
二

訪
問
介
護

南
郷
村
社
協
指

定
訪
問
介
護
事

業
所

八
戸
市
南
郷
区

大
字
島
守
字
阿

庄
内
一
五
の
二

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法
人

南
郷
村
社
会
福

祉
協
議
会

八
戸
市
南
郷
区

大
字
島
守
字
阿

庄
内
一
五
の
二

訪
問
入
浴

介
護

南
郷
村
社
協
指

定
訪
問
入
浴
介

護
事
業
所

八
戸
市
南
郷
区

大
字
島
守
字
阿

庄
内
一
五
の
二

〃

社
会
福
祉
法
人

南
郷
村
社
会
福

祉
協
議
会

八
戸
市
南
郷
区

大
字
島
守
字
阿

庄
内
一
五
の
二

通
所
介
護

南
郷
村
社
協
指

定
通
所
介
護
事

業
所

八
戸
市
南
郷
区

大
字
島
守
字
阿

庄
内
一
五
の
二

〃

社
会
福
祉
法
人

十
和
田
湖
町
社

会
福
祉
協
議
会

十
和
田
市
大
字

奥
瀬
字
中
平
六

一
の
八

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法
人

十
和
田
湖
町
社

会
福
祉
協
議
会

十
和
田
市
大
字

奥
瀬
字
中
平
六

一
の
八

��

･

�･
��

社
会
福
祉
法
人

十
和
田
湖
町
社

会
福
祉
協
議
会

十
和
田
市
大
字

奥
瀬
字
中
平
六

一
の
八

訪
問
入
浴

介
護

社
会
福
祉
法
人

十
和
田
湖
町
社

会
福
祉
協
議
会

十
和
田
市
大
字

奥
瀬
字
中
平
六

一
の
八

〃

株
式
会
社
ま
ど

か

岩
手
県
盛
岡
市

西
青
山
二
丁
目

三
二
の
一
五

福
祉
用
具

貸
与

ア
ズ
ミ
デ
ィ
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス
北

東
北
ま
ど
か

八
戸
市
大
字
鮫

町
字
林
通
五
〇

の
七

��

･

�･

��

蟹
田
町

東
津
軽
郡
蟹
田

町
大
字
蟹
田
字

下
蟹
田
四
二
の

一

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

蟹
田
町
老
人
保

健
施
設
た
ん
ぽ

ぽ

東
津
軽
郡
蟹
田

町
大
字
蟹
田
字

下
蟹
田
四
二
の

一

��

･

�･

��

蟹
田
町

東
津
軽
郡
蟹
田

町
大
字
蟹
田
字

下
蟹
田
四
二
の

一

短
期
入
所

療
養
介
護

蟹
田
町
老
人
保

健
施
設
た
ん
ぽ

ぽ

東
津
軽
郡
蟹
田

町
大
字
蟹
田
字

下
蟹
田
四
二
の

一

〃

社
会
福
祉
法
人

七
戸
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
七
戸
町

字
立
野
頭
一
三

九
の
一

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法
人

七
戸
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
七
戸
町

字
立
野
頭
一
三

九
の
一

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法
人

七
戸
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
七
戸
町

字
立
野
頭
一
三

九
の
一

訪
問
入
浴

介
護

社
会
福
祉
法
人

七
戸
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
七
戸
町

字
立
野
頭
一
三

九
の
一

〃

有
限
会
社
あ
か

ね
商
事

三
戸
郡
福
地
村

大
字
福
田
字
あ

か
ね
二
の
一
〇

四

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
愛
泉
会

三
戸
郡
福
地
村

大
字
福
田
字
町

頭
八

〃

有
限
会
社
ケ
ア

サ
ポ
ー
ト
ロ
ー

ジ
ナ

十
和
田
市
東
二

十
三
番
町
二
九

の
三
〇

訪
問
介
護

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

ロ
ー
ジ
ナ

十
和
田
市
東
二

十
三
番
町
二
九

の
三
〇

��

･

�･

��

株
式
会
社
コ
サ

カ
技
研

八
戸
市
大
字
長

苗
代
字
上
碇
田

五
六
の
二

福
祉
用
具

貸
与

ウ
イ
ン
ク
ル
サ

ポ
ー
ト

八
戸
市
大
字
長

苗
代
字
上
碇
田

五
六
の
二

��

･

�･

��

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

南
郷
村
社
会
福

祉
協
議
会

八
戸
市
南
郷
区
大
字

島
守
字
阿
庄
内
一
五

の
二

南
郷
村
社
協
指

定
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

八
戸
市
南
郷
区
大
字

島
守
字
阿
庄
内
一
五

の
二

平
成

��･

�･

��

社
会
福
祉
法
人

十
和
田
湖
町
社

会
福
祉
協
議
会

十
和
田
市
大
字
奥
瀬

字
中
平
六
一
の
八

社
会
福
祉
法
人

十
和
田
湖
町
社

会
福
祉
協
議
会

十
和
田
市
大
字
奥
瀬

字
中
平
六
一
の
八

��･

�･

��
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ゆ
い
っ
こ
ク
ラ
ブ

三

代
表
者
の
氏
名

中
村

哲
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字
糠
森
一
〇
〇
の
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
お
け
る
山
林
や
川
、
海
な
ど
自
然
環
境
の
保
持
、
保
全
、
再
生
の
為
の

活
動
を
そ
の
目
的
と
し
ま
す
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

徳
差
建
装

二

氏
名

徳
差

国
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
筒
井
三
丁
目
四
の
一
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
一
〇
〇
一
四
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
所

斎
藤
建
設
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

斎
藤

慈
徳

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
古
川
三
丁
目
二
二
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
六)

第
一
九
二
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
三
十
日

青 森 県 報������	�
� 	�� 第2489号


有
限
会
社
ケ
ア

サ
ポ
ー
ト
ロ
ー

ジ
ナ

十
和
田
市
東
二
十
三

番
町
二
九
の
三
〇

居
宅
介
護
支
援

事
業
所
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
ロ
ー
ジ

ナ

十
和
田
市
東
二
十
三

番
町
二
九
の
三
〇

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法
人

七
戸
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
七
戸
町
字
立

野
頭
一
三
九
の
一

社
会
福
祉
法
人

七
戸
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
七
戸
町
字
立

野
頭
一
三
九
の
一

��･

�･

��

株
式
会
社
コ
サ

カ
技
研

八
戸
市
大
字
長
苗
代

字
上
碇
田
五
六
の
二

ウ
イ
ン
ク
ル
サ

ポ
ー
ト

八
戸
市
大
字
長
苗
代

字
上
碇
田
五
六
の
二

〃

� �



� �

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
ア
イ
ユ
ー

二

代
表
者
の
氏
名

濱
田

義
久

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
白
銀
四
丁
目
四
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
一
七
二
一
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
四
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
こ

と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規

定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

浦
村
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
三
日

西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

笹

森

新

一

青 森 県 報平成17年６月13日 月曜日 第2489号 �

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

住
所
変
更
の

年

月

日

理

事

�
松

�
三

旧
住
所
北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
十
三
字
深
津
八
九

新
住
所
五
所
川
原
市
十
三
深
津
八
九

平
成
��･

�･

��

〃

三
和

均

旧
住
所
北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
相
内
字
相
内
一
三
二

の
一

新
住
所
五
所
川
原
市
相
内
一
三
二
の
一

〃

〃

成
田
俊
二
郎

旧
住
所
北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
相
内
字
岩
井
八
一
の

一
六
三

新
住
所
五
所
川
原
市
相
内
岩
井
八
一
の
一
六
三

〃

〃

三
和

金
春

旧
住
所
北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
相
内
字
相
内
四
〇

新
住
所
五
所
川
原
市
相
内
四
〇

〃

〃

三
上

光
治

旧
住
所
北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
相
内
字
相
内
一
〇
六

の
一

新
住
所
五
所
川
原
市
相
内
一
〇
六
の
一

〃

〃

秋
田
谷

悟

旧
住
所
北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
相
内
字
桂
川
五
九
の

六
新
住
所
五
所
川
原
市
相
内
桂
川
五
九
の
六

〃

〃

奈
良

孝
一

旧
住
所
北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
太
田
字
山
の
井
一
七

五
新
住
所
五
所
川
原
市
太
田
山
の
井
一
七
五

〃

� �



� �

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

浦
村
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
三
日

西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

笹

森

新

一

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
政
治

団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

青 森 県 報������	�
� 	�� 第2489号

〃

丸
山

永
雄

旧
住
所
北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
太
田
字
山
の
井
一
五

三
の
三

新
住
所
五
所
川
原
市
太
田
山
の
井
一
五
三
の
三

〃

監

事

越
野

清
志

旧
住
所
北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
相
内
字
桂
川
二
三
二

の
四
四

新
住
所
五
所
川
原
市
相
内
桂
川
二
三
二
の
四
四

〃

〃

奈
良

茂

旧
住
所
北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
太
田
字
太
田
山
一
の

一
一
八

新
住
所
五
所
川
原
市
太
田
太
田
山
一
の
一
一
八

〃

〃

三
浦

功

旧
住
所
北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
相
内
字
相
内
二
三

新
住
所
五
所
川
原
市
相
内
二
三

〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

�
松

�
三

五
所
川
原
市
十
三
深
津
八
九

平
成
��･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
青
森

県
青
森
市
第
五
支

部

藤
本
克
泰

藤
本
誠
吾

青
森
市
浪
館
前
田
一
丁
目
一
一
の

一
八

平
成

��

･

�･

�

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

上
林
英
一
後
援
会

成
田
隆
志

上
林

哲

青
森
市
中
央
一
丁
目
二
九
の
一
一

平
成

��

･

�･

��

ま
つ
も
り
俊
逸
を

励
ま
す
会

坂
本
豊
昭

斉
藤
晃
一

青
森
市
桂
木
一
丁
目
一
の
一

��･

�･

��

� �



� �

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青 森 県 報平成17年６月13日 月曜日 第2489号 �

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
青
森

県
大
樹
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
大
野
字

山
下
六
八
の
三
一

青
森
市
中
佃
一
丁
目

七
の
一
一

代

表

者

岸

智
文

新
谷

幸
彦

平
成

��･

�･

�

自
由
民
主
党
三
�

支
部

政
治
団
体
の

名
称

自
由
民
主
党
三
�
支

部

自
由
民
主
党
三
�
村

支
部

��･

�･

��

自
由
民
主
党
青
森

県
港
湾
支
部

代

表

者

畑
中

茂
樹

野
村

み
さ
を

��･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

青
森
県
石
油
政
治

連
盟

会
計
責
任
者

平
野

正
彦

辻

憲
一

平
成

��

･

�･

��

苫
米
地
繁
雄
後
援

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
六
戸
町
大
字

犬
落
瀬
字
千
刈
田
二

の
五

上
北
郡
六
戸
町
大
字

折
茂
字
沖
山
一
〇
の

八
一

代

表

者

河
野

豊

�
坂

悦
二

��･

�･

�	

須
藤
健
夫
連
合
後

援
会

代

表

者

須
藤

健
一

八
島

芳
治

��･

�･

��

竹
内
亮
一
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
大
字

大
浦
字
東
道
の
上
二

四

上
北
郡
東
北
町
上
北

南
二
丁
目
三
一
の
七

九
〇

��･
�･

	


政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

佐
藤
昭
三
後
援
会

平
成
��･

�･

��

平
成
��･

�･

�

高
木
し
ん
や
大
野
地
区
後
援
会

��･

	･

	�

��･

�･

��

北
日
本
政
治
経
済
研
究
会

��･

	･

	�

��･

�･

��

上
林
英
一
後
援
会

��･

	･

	�

��･

�･

��

東
茂
美
後
援
会

��･

�･

�

��･

�･

	


佐
々
木
禮
次
後
援
会

��･

�･

	


��･

�･

	


届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

古
舘

剛
浩

(

南
郷
村
長)

北
日
本
政
治
経
済

研
究
会

古
舘
剛
浩

八
戸
市
南
郷
区
大
字
泥
障

作
字
泥
障
作
二
二

平
成

��

･

�･

��

� �



� �

正

誤

青 森 県 報������	�
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平
成
��

･

�･

��

第
二
四
七
八
号

平
成
��･

�･

��

第
二
四
六
七
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

出
先
機
関

出
先
機
関

区

分

� � �

ペ
ー
ジ

下 上 下 段

表
中

表
中 行

平
成
��･

�･

�

十
枝
内
隆
則

上
北
郡
七
戸
町
字
榎
林

字
家
ノ
前
一
一
二
の
八

誤

平
成
��･

�･

��

十
枝
内
	
則

上
北
郡
七
戸
町
字
榎
林

家
ノ
前
一
一
二
の
八

正

農

村

整

備

課
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
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